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④専門的人材

の確保・養成 

 

地域生活支援拠点 

（こだち内） 

拠点コーディネーター ３名以上 

（相談支援専門員、地域を熟知、全障害・医ケア等対応） 

普段：情報の集約・受入れ先確保・資源開発 

職員研修・体験の調整・連携会議等 

緊急時：こだち（夜間休日）と市町からの連絡 

で市町や計画相談支援事業所等と一緒に動く 

 

 

 

「3年をめど」に④と⑤を、基幹相談支援センター及び委託相談支援事業所 

（基幹がない場合）及び地域アドバイザー事業と協力して整備する。 
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清須市・北名古屋市・豊山町障害福祉担当課 

（虐待認定は市町で行う） 
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